
二本松土木事務所 道路等維持管理業務委託 

公募型プロポーザル方式募集要領 〈令和７年度版〉 

 

１ 目 的 

  この要領は、地域の安全・安心を守るため、迅速で円滑な維持管理業務が実施で

きる体制を確保することを目的に、二本松土木事務所道路等維持管理業務委託（以下

「本業務」という。）において、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」とい

う。）により、業務委託候補者を募集・決定する際の手続きについて必要な事項を定め

たものである。 

 

２ 委託業務の概要 

(1) 業務名  

     二本松土木事務所 道路等維持管理業務委託 

  (2) 業務内容 

  本業務は、二本松土木事務所が管理する二本松市内の次に掲げる道路、河川

等の維持管理業務とする。 

  【単価契約】 

① 道路維持補修業務         22 路線 L= 197.5 ｋｍ 
② 舗装維持修繕業務         22 路線 L= 197.5 ｋｍ 
③ 河川維持管理業務         24 河川 L= 179.8 ｋｍ 
④ 砂防施設維持管理業務       N= 19 河川・渓流 
⑤ 急傾斜施設維持管理業務      N= 31 箇所 
⑥ 除雪業務             20 路線 L= 173.7 ｋｍ 

【総価契約】 

① 道路除草業務、② 道路植栽管理業務、③ スノーポール設置撤去業務、      

④ 監理業務 一式 

 (3) 履行期限 

    令和７年４月１日から令和８年３月３１日限り 

  (4) 業務の規模 

    参考業務規模は過年度実績を参考とし、単価契約と総価契約の合計で概算

額は２５０百万円程度を想定している。 

 

３ 参加資格等 

  業務提案書を提出する者は、事業協同組合（以下「協同組合」という。）又は共同企

業体であって、協同組合は(1)の要件を、共同企業体は(2)の要件をすべて満たしている

者とする。 

(1)協同組合 

ア 定款で道路等の維持管理の共同受注を目的としていること。 

イ 組合員は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規

定に該当しない者であること。 

ウ 協同組合は、建設業法（昭和 24年法律第 100号）の許可業種（土木工事



 

 

業、とび・土工工事業、舗装工事業及び造園工事業）の許可を得ている者で

あること。又は、同要件を満たしている１者以上の組合員を含むこと。 

 （建設業許可書の写しを公募型プロポーザル方式提出書類送付書(様式３－

１)に添付すること。） 

エ 協同組合は、募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、

県における入札参加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者で

ないこと。 

オ 組合員は、会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開

始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第 41条第 1項に規定する更生

手続き開始の決定を受けた者を除く。）又は民事再生法（平成 11年法律第

225号）の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者（同

法第 33条第 1 項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）でな

いこと。 

カ 組合員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法 

律第 77号）第 2条第 2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該 

当しないほか、次に掲げる者でないこと。 

(ア)役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場 

合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表

者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）。 

(イ)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

(ウ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした

者。 

(エ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若し

くは関与している者。 

(オ)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者。 

 

キ 組合員は、県税を滞納している者でないこと。 

ク 組合員は、消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 

ケ 組合員は、福島県令和 5・6年度工事等請負有資格業者名簿の一般土木工事

のＡ等級に登録されている者を１者以上含むこと。 

コ 組合員の数は３者以上とし、二本松市内に本店を有する組合員が２者以上

含まれていること。 

 （建設業許可書、法人登記簿等証明できるものの写しを公募型プロポーザル

方式提出書類送付書(様式３－１)に添付すること。） 

サ 協同組合は、過去５年間に国又は地方公共団体から次に示す４業務のすべ



 

 

てを受注した実績（元請けとしての実績に限る）があること。又は４業務を

受注した実績（元請けとしての実績に限る）がある組合員を含むこととし、

４業務の受注については、単独又は複数者の別は問わない。 

① 同種業務：道路維持補修業務、舗装維持修繕業務、河川等維持管理業務 

② 除雪業務 

（実績等の確認できる資料は、受託業務実績表（様式５－２）によるものとす

る。） 

シ 二本松市内に主任技術者を１名以上配置できる者であること。 

なお、主任技術者とは建設業法でいう主任技術者と同等の資格要件を有する

ものとする。 

（主任技術者の名簿は、主任技術者業務実績表（様式５－１－１）によるもの

とする。） 

ス 平成 17年市町村合併以前の旧二本松市、旧安達町、旧東和町、旧岩代町

（以下「旧市町村」という。）に業務担当者を各１名以上、作業員を各２名

以上配置できる者であること。 

 （業務担当者及び作業員の名簿は、業務担当者・作業員業務実績表（様式 

５－１－２、３）によるものとする。） 

    セ 除雪作業期間（11月 1日から 3月 31 日）においては、旧市町村に除雪の情

報連絡員を各１名以上、二本松市内に除雪機械のオペレータを２２名以上配

置できる者であること。 

除雪機械のオペレータは、凍結抑制剤散布車について大型自動車免許保有

者１名以上、その他機械は大型特殊自動車免許保有者２１名以上とする。 

（情報連絡員及び除雪機械オペレータの名簿は、情報連絡員・除雪機械オペ

レータ業務実績表（様式５－１－４、５）によるものとする） 

  ソ 除雪作業期間（11月 1日から 3月 31 日）においては、二本松市内に借上除

雪機械としてモーターグレーダ(3.1m 級以上)、ホイールローダ(0.5m3級以

上)又はこれらと同等の能力を有する除雪機械を合わせて１３台以上を配置で

きる者であること。 

（借上除雪機械は、借上除雪機械一覧表（様式５－３）によるものとする） 

  タ 本業務に関する安全性の確保、品質の確保及び業務改善のためモニター調

査に協力できる者であること。 

  チ 組合員は、プロポーザルに参加する他の協同組合の組合員又は共

同企業体の構成員と重複してはならない。 

  ツ 組合員のうち契約日時点で入札参加資格制限措置期間中の者に

は、当該期間中に管理業務を行わせてはいけない。   

   

  (2)共同企業体 

ア 構成員は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定

に該当しない者であること。 

イ  代表構成員は、建設業法（昭和 24年法律第 100号）の許可業種（土木工事



 

 

業、とび・土工工事業、舗装工事業及び造園工事業）の許可を得ている者で

あること。 

（建設業許可書の写しを公募型プロポーザル方式提出書類送付書(様式３－１)

に添付すること。） 

ウ 構成員は、募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県に

おける入札参加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でない

こと。 

エ 構成員は、会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更正手続開

始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第 41条第１項に規定する更正

手続き開始の決定を受けた者を除く。）又は民事再生法（平成 11年法律第

225号）の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者

（同法第 33条第 1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）

でないこと。 

オ 構成員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法 

律第 77号）第 2条第 2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）該当

しないほか、次に掲げる者でないこと。 

(ア)役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場 

合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表

者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）。 

(イ)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

(ウ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。 

(エ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与 

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは 

関与している者。 

(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい 

る者。 

カ 構成員は、県税を滞納している者でないこと。 

キ 構成員は、消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 

ク 構成員は、福島県令和 5・6年度工事等請負有資格業者名簿の一般土木工事

のＡ等級に登録されている者を１者以上含むこと。  

ケ 構成員の数は３者以上とし、二本松市内に本店を有する構成員が２者以上

含まれていること。 

（建設業許可書、法人登記簿等証明できるものの写しを公募型プロポーザル方

式提出書類送付書(様式３－１)に添付すること。） 

コ 全ての構成員の出資比率が、均等割の１０分の６以上であること。なお、代

表構成員は出資比率が構成員中最大であること。 

 



 

 

サ 共同企業体は、過去５年間に国又は地方公共団体から次に示す４業務のす

べてを受注した実績（元請けとしての実績に限る）がある構成員を含むこと

とし、４業務の受注については、単独又は複数者の別は問わない。 

① 同種業務：道路維持補修業務、舗装維持修繕業務、河川等維持管理業務 

② 除雪業務 

   （実績等の確認できる資料は、受託業務実績表（様式５－２）によるものとす

る。） 

シ 二本松市内に主任技術者を１名以上配置できる者であること。 

また、主任技術者とは、建設業法でいう主任技術者と同等の資格要件を有す

るものとする。 

なお、主任技術者は代表構成員、構成員からの選任は問わない。 

（主任技術者の名簿は、主任技術者業務実績表（様式５－１－１）によるもの 

とする。） 

ス 平成 17年市町村合併以前の旧二本松市、旧安達町、旧東和町、旧岩代町

（以下「旧市町村」という。）に業務担当者を各１名以上、作業員を各２名

以上配置できる者であること。 

 （業務担当者及び作業員の名簿は、業務担当者・作業員業務実績表（様式５

－１－２、３）によるものとする。） 

セ 除雪作業期間（11月 1日から 3月 31 日）においては、旧市町村に除雪の情

報連絡員を各１名以上、二本松市内に除雪機械のオペレータを２２名以上配

置できる者であること。 

除雪機械のオペレータは、凍結抑制剤散布車について大型自動車免許保有

者１名以上、その他機械は大型特殊自動車免許保有者２１名以上とする。 

（情報連絡員及び除雪機械オペレータの名簿は、情報連絡員・除雪機械オペ

レータ業務実績表（様式５－１－４、５）によるものとする） 

  ソ 除雪作業期間（11月 1日から 3月 31 日）においては、二本松市内に借上除

雪機械としてモーターグレーダ(3.1m 級以上)、ホイールローダ(0.5m3級以

上)又はこれらと同等の能力を有する除雪機械を合わせて１３台以上を配置で

きる者であること。 

（借上除雪機械は、借上除雪機械一覧表（様式５－３）によるものとする。） 

    タ 本業務に関する安全性の確保、品質の確保及び業務改善のためモニター調

査に協力できる者であること。 

チ 構成員は、プロポーザルに参加する他の協同組合の組合員又は共

同企業体の構成員と重複してはならない。 

 

 

 

 



 

４ プロポーザルの評価項目・配点 

  プロポーザルの評価項目・配点は、下表のとおりとする。 

評価項目 評価着眼点 判断基準 

予定技術者 

（７０点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主任技術者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術者が有する

技術者資格及び

その分野 

①又は②（10点） 

③又は④（５点） 

①１級土木施工管理技士 

②１級建設機械施工技士 

③２級土木施工管理技士 

④２級建設機械施工技士 

※上記以外は評価しない。 

過去５年間の同

種かつ除雪業務

の実績内容 

（５点） 

①同種業務かつ除雪業務の実績が

ある 

※上記以外は評価しない。 

配置 

（５点） 

①専任で１名以上配置する 

※上記以外は評価しない。 

様式５－１－１｢主任技術者業務実績表｣ 

業務担当者 

 

 

 

 

技術者が有する

技術者資格及び

その分野 

① （１０点） 

② （５点） 

①1級土木施工管理技士(4名以上) 

②1級又は2級土木施工管理技士(4名以上) 

※上記以外は評価しない。 

過去５年間の同

種業務の実績内

容 

（５点） 

①同種業務のいずれかの実績があ

る。(4名以上) 

※上記以外は評価しない。 

配置 

（５点）  

①8名以上配置する 

※上記以外は評価しない。 

様式５－１－２｢業務担当者業務実績表｣ 

作業員 

 

 

 

 

技術者が有する

技術者資格及び

その専門分野 

① （１０点） 

② （５点） 

①作業員：大型自動車免許(8名以上) 

②作業員：大型自動車免許(4名以上) 

※上記以外は評価しない。 

 

過去５年間の同種

業務の実績内容 

① （１０点） 

② （５点） 

 

① 作業員：同種業務のいずれかの

実績がある(8名以上) 

②作業員：同種業務のいずれかの

実績がある(4名以上) 

※上記以外は評価しない。 

配置 

① （１０点） 

② （５点） 

① 作業員16名以上配置する。 

②作業員12名以上配置する。 

※上記以外は評価しない。 

 

 

 

様式５－１－３｢作業員業務実績表｣ 



 

借上機械 

（２０点） 

 

除雪機械 

① (２０点) 

② (１０点) 

①ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ(3.1m級以上)、ﾎ

ｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（0.5m3級以上）又

はこれらと同等の能力を有

する除雪機械を合わせて15

台以上。 

②ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ(3.1m級以上)、ﾎ

ｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（0.5m3級以上）又

はこれらと同等の能力を有

する除雪機械を合わせて14

台。 

※上記以外は評価しない。 

様式５－３「借上除雪機械一覧表」 

地域における

管理精通度 

（２０点） 

  

過去５年間の受注業務実績 

①（２０点） 

②（１０点） 

     

     

     

 

協同組合又は共同企業体は、 

① 二本松市内で全ての同種業務かつ除

雪業務について受注実績がある。（

組合員又は構成員の実績がある場合

を含む。） 

②二本松土木事務所管内（二本松市内

を除く）で全ての同種業務かつ除

雪業務について受注実績がある。

（組合員又は構成員の実績がある

場合を含む。） 

※上記の「業務」は、国又は地方

公共団体の発注業務とする。 

※上記以外は評価しない。 

様式５－２「受託業務実績」 

本業務におけ

る組織体系に

対する提案 

（４０点） 

 

 

① 明確な指揮系統 

 （２０点） 

 

 

 

休祝日及び夜間を問わず維持管理

業務の実施が必要な際に、確実に

連絡がとれ円滑に作業を実施でき

る指揮系統・連絡体制が明確であ

る提案に対して優位に評価する。 

② 緊急時等の迅速で確実な

対応力 

 （２０点） 

 

 

緊急時、気象警報発令時、震度５

以上の地震が発生した場合に際し

て、迅速で確実な組織体制や人員

の配置がなされている提案に対し

て優位に評価する。 

様式４－１「提案書－本業務における組織体系に対する提案」 

本業務におけ

る安全管理に

対する提案 

（２０点） 

 

 

本業務における安全確保並

びに施工上の留意すべき点

及び危険・注意箇所の把握 

 

 

二本松市内の地域特性を把握し、

業務の安全確保を図る施工上の留

意点及び危険・注意箇所等が明示

されている提案に対して優位に評

価する。 

様式４－２｢提案書－本業務における安全管理に対する提案」 



 

道路等の維持

管理に対する

提案 

（３０点） 

 

 

 

①効果的・効率的な業務の

実施（発注者との連携強化

） 

（１０点） 

発注者との連携強化を図るための

提案に対して優位に評価する。 

②効果的・効率的な業務の

実施（業務作業の年間計画

と進捗管理） 

（２０点） 

季節や行事等を視野に入れた年間

の維持管理業務の計画と業務を確

実に行うための進捗管理に係る提

案に対して優位に評価する。 

様式４－３「提案書－道路等の維持管理に対する提案」 

     計 ２００点 

 

５ 手続等 

(1) 事務局 

〒964-0915 二本松市金色４２４番地１ 

      福島県二本松土木事務所 業務課 

   電話番号    ０２４３－２２－１１５１  

      ファクシミリ  ０２４３－６２－２０１９  

      電子メール    nihonmatsu.doboku@pref.fukushima.lg.jp 

(2) 募集要領等の配布期間及び方法 

ア 配布期間 

  令和７年２月１３日（木）から令和７年２月２４日（月）までとする。た

だし、手交による場合、土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から１７時まで

とする。 

なお、郵送による配布を希望する場合は、請求が配布期間内着のものについ

て配布する。 

イ 配布方法 

 次のいずれかの方法とする。 

(ア) ホームページからダウンロードする場合 

県北建設事務所のホームページのＵＲＬにアクセスし、ダウンロードす

る。 

ＵＲＬ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41310a/ 

(イ)手交とする場合 

上記（１）に電話連絡のうえ、電子データ保存用の未使用のＣＤ－Ｒを

上記（１）の場所に持参すること。ＣＤ－Ｒに複製し、手交する。 

(ウ)郵送とする場合 

表に「二本松土木事務所道路等維持管理業務委託公募型プロポーザル方

式募集要領等請求用封筒在中」と明記した封筒に、電子データ保存用の未

使用のＣＤ－Ｒと返信用の封筒（ＣＤ－Ｒが入る大きさの封筒にＣＤ－Ｒ

が返信できる郵便切手を貼付のうえ、返信先を明記）を同封し、一般書留

又は簡易書留郵便で上記（１）へ郵送すること。ＣＤ－Ｒに複製し返送す

る。（配布期間は、請求が上記配布期間内の消印のあるものについて配布

mailto:sukagawa.doboku@pref.fukushima.lg.jp


 

する。） 

 

６ 不明な点がある場合の質疑について 

 (1) 質問書（様式－１）の提出期限並びに提出場所及び方法 

         質疑事項がある場合、質問書（様式－１）を用い、令和７年２月１８日(火)１７

時までに、上記５（１）に持参、ファクシミリ又は電子メールで提出してくださ

い。 

なお、ファクシミリ又は電子メールによる場合は、必ず電話で送信確認をしてく

ださい。 

 (2) 質問書に対する回答期限及び回答方法 

         令和７年２月２０日（木）までに、質問回答書（様式－２）を福島県県北建設

事務所ホームページに掲載する。 

 

７ 業務提案書の提出について 

業務提案書については、協同組合又は共同企業体で１提案のみとし、下記により令和

７年３月５日（水）１７時までに上記５（１）に１部持参してください。なお、提出後

における申請書の内容変更又は再提出は認めません。 

 (1) 提出書（協同組合・共同企業体共通：様式３－１、協同組合の場合は登記 

簿、定款、組合員名簿、事業計画書等の写し、共同企業体の場合は、様式 

３－２、３－３） 

  (2) 提案書等（様式４－１、４－２、４－３、５－１－１～５、５－２、５－３） 

 (3) 提案書等の作成について 

①提案書は、別添の様式（様式４－１、様式４－２、様式４－３）に基づき作成

する。 

ア Ａ４、片面使用、横書き、文字１１ポイント以上とし、これらが守られてい

ない場合、当該様式に関係する評価項目を０点とする。 

イ 様式４－１、様式４－２、様式４－３には、今回の提案を評価項目毎に２枚

以下（計６枚以下）にまとめて簡潔に記載すること。 

ウ 文章を補完する図表、写真等を使用することも可とする。 

エ 提案は、「本業務における組織体系に対する提案」「本業務に対する提

案」「道路等の維持管理に対する提案」について提案すること。 

②業務実績表（様式５－１－１～５）、受託業務実績（様式５－２）の作成に当た

っては、以下の項目に留意すること。 

ア 業務実施体制について、主任技術者、業務担当者、作業員、除雪の情報連

絡員及び除雪機械オペレータの業務実績表を作成するものとする。 

イ 同種・除雪業務経歴については、過去５年以内のものがあれば１件以上記

載するものとする。 

③ 借上除雪機械一覧表（様式５－３）については、自動車検査証の写しを提出する

こと。 

 



 

８ 業務提案書の審査及び業務委託候補者の選定 

  業務提案書の審査は、次の各号の定めるところによる。 

(1) 業務提案書の審査は、上記４に定める評価項目に基づき審査（ヒアリング含む）

し、提案書等の評価を行い、業務委託候補者及び次点の者を選定する。 

(2)事務局は、業務提案書を提出した者に審査の参考とする資料の提示を求める場合が

ある。 

(3) 業務委託候補者には、本業務内容について別途見積合わせを行い、単独随意契約

により業務を委託する。 

(4) 審査（ヒアリング含む）は非公開で行うが、審査結果については、業務提案書提

出者全員に通知するとともに公表する。 

(5) この手続きに参加した者が、下記１０（５）（６）の無効に該当する場合は、そ

の者とは契約の締結は行わない。なお、この場合は、次点の者を業務委託候補者と

する。 

 

９ ヒアリング 

  ヒアリングは令和７年３月１１日（火）に実施する予定とし、詳細は一次審査の審査

結果通知により通知する。 

  ヒアリングは、様式４－１、４－２、４－３を補完する説明を受けることとし、新た

な資料の配付は認めない。 

  なお、説明者は様式５－１－１に記載した主任技術者のほか２名までとする。 

  新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、出席者はマスクを

着用すること。また、コロナウィルスの感染拡大状況により、ヒアリング形式の変更若

しくは中止する場合もある。 

 

１０ 無効 

  次の各号の一つに該当する場合、業務提案書は無効とする。 

    (1) 提出者が上記３に定める参加資格を満たしていない場合。 

    (2) 業務提案書が、提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

    (3) 業務提案書が、様式及び本要領に示された条件に適合しないもの。 

    (4) 業務提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

    (5) 業務提案書に虚偽の内容が記載されているもの。 

    (6) 審査委員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めた場合。 

 

１１ 各種様式等 

  プロポーザルの様式は、以下による。 

① 質問書                       様式－１ 

② 質問回答書                     様式－２ 

③ 公募型プロポーザル方式提出書類送付書  様式３－１ 

④ 共同企業体関係             様式３－２、様式３－３ 

 



 

⑤ 提案書                   様式４－１、様式４－２、様式４－３ 

⑥  主任技術者、業務担当者、作業員、除雪の情報連絡員、及び除雪機械オペレータ   

業務実績表               様式５－１(－１～５) 

⑦ 受託業務実績表             様式５－２ 

⑧ 借上除雪機械一覧表                  様式５－３ 

    

１２ その他 

 (1) 申請書に記載された個人情報は、本業務においてのみ使用するものとし、本人の同

意を得ずに第三者に開示することはない。 

  (2) 提出された業務提案書は返却しない。 

  (3) 業務提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

  (4) 提出された業務提案書は、審査及び説明の目的に、その写しを作成し使用すること

ができるものとする。 

   (5) プロポーザルの審査の公平性、透明性及び客観性を期すため、業務委託候補者、次

点の者については、会社名を公表することを原則とする。また、業務委託候補者以外

の者が選定されなかった理由について説明を求めた場合には、その者の取得点数を説

明することとするが、各配点者（審査委員）の配点は非公開とする。 

 (6)上記８（３）の随意契約の見積合わせは、令和７年２月福島県議会定例会にお

いて本業務に係る予算が議決されない場合は行わない。また、見積合わせが不

調となった場合には、次点の者を業務委託候補者として見積合わせを行う。 

 


